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各
種
委
員
会・審
議
会

等
の
委
員
報
酬
の
見

直
し
を
行
い
ま
し
た

各
種
委
員
会
・
審
議
会
等
の
委

員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に

協
議
し
、
決
定
さ
れ
た
額
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
年
民
間
に
お
い
て

は
、
企
業
存
続
の
た
め
の
リ
ス
ト

ラ
、
給
与
の
削
減
等
厳
し
い
職
場

環
境
に
あ
り
、
地
方
自
治
体
に
お

い
て
も
職
員
数
の
削
減
、
財
政
の

健
全
化
等
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
に
伴
い
、
審
議
会
等
に
つ
い

て
も
、
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て

今
回
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

内
容
と
し
て
は
、
審
議
会
等
の

委
員
報
酬
額
の
検
討
、
ま
た
、
審

議
す
る
内
容
に
よ
り
報
償
費
（
謝

礼
・
謝
金
）
支
払
へ
と
移
行
す
る

も
の
な
ど
、
審
議
会
等
の
見
直
し

を
行
い
ま
し
た
。（
別
表
参
照
）

こ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
、
報
酬

額
を
見
直
し
す
る
審
議
会
等
が
40

件
、
報
償
費
に
移
行
す
る
審
議
会

等
が
17
件
、
他
の
審
議
会
等
と
整

理
・
統
合
す
る
も
の
が
１
件
と
な

り
ま
し
た
。

今
後
と
も
、
よ
り
一
層
適
正
な

市
政
運
営
に
向
け
改
善
を
進
め
ま

す
の
で
、
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

（
別
表
）

審
議
会
等
委
員
報
酬
額
の
改
正

■
改
正
後

■
現　

行

※ 

改
正
後
の
報
酬
額
は
、
平
成
25

年
４
月
以
降
に
開
催
さ
れ
る
会

議
等
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
☎（
40
）５
５
５
１

平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が

施
行
さ
れ
ま
す
！

急
速
な
高
齢
化
の
進
行
に
対
応

し
、
高
年
齢
者
が
少
な
く
と
も
年

金
受
給
開
始
年
齢
ま
で
は
意
欲
と

能
力
に
応
じ
て
働
き
続
け
ら
れ
る

環
境
の
整
備
を
目
的
と
し
て
、「
高

年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関

す
る
法
律
」（
高
年
齢
者
雇
用
安

定
法
）
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平

成
25
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ

ま
す
。
今
回
の
改
正
は
、
定
年
に

達
し
た
人
を
引
き
続
き
雇
用
す
る

「
継
続
雇
用
制
度
」の
対
象
者
を
労

使
協
定
で
限
定
で
き
る
仕
組
み
の

廃
止
な
ど
を
内
容
と
し
て
い
ま
す
。

〇
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

１
．
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を

限
定
で
き
る
仕
組
み
の
廃
止

２
．
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を

雇
用
す
る
企
業
の
範
囲
の
拡
大

３
．
義
務
違
反
の
企
業
に
対
す
る

公
表
規
定
の
導
入

４
．
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の

実
施
及
び
運
用
に
関
す
る
指
針
の

策
定

■
問
い
合
わ
せ
先

小
山
公
共
職
業
安
定
所（
求
人
・

事
業
所
部
門
）

☎（
22
）1
5
2
4

栃
木
労
働
局
職
業
安
定
部

（
職
業
対
策
課
）

☎
０
２
８（
６
１
０
）３
５
５
７

必
ず
チ
ェ
ッ
ク 

最
低
賃
金

使
用
者
も
、労
働
者
も

栃
木
県
最
低
賃
金
は
、
平
成
24

年
10
月
１
日
か
ら
１
時
間
７
０
５

円
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

栃
木
県
内
の
６
つ
特
定
（
産
業

別
）
最
低
賃
金
は
、
平
成
24
年
12

月
31
日
か
ら
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

■
時
間
額

▼
塗
料
製
造
業 

８
５
６
円

▼
は
ん
用
機
械
器
具
、
生
産
用
機

械
器
具
、
業
務
用
機
械
器
具
製
造

７
９
９
円

▼
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子

回
路
、
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通

信
機
械
器
具
製
造
業 

７
９
９
円

▼
自
動
車
・
同
附
属
品
製
造
業

８
０
２
円

▼
計
量
器
・
測
定
器
・
分
析
機
器
・

試
験
機
・
測
量
機
械
器
具
製
造
業
、

医
療
用
機
械
器
具
・
医
療
用
品
製

造
業
、
光
学
機
械
器
具
・
レ
ン
ズ

製
造
業
、
医
療
用
計
測
器
製
造
業
、

時
計
・
同
部
分
品
製
造
業７

９
９
円

▼
各
種
商
品
小
売
業 

７
６
３
円

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
労
働
局労

働
基
準
部
賃
金
室

☎
0
2
8（
6
4
3
）9
1
0
9

ま
た
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準

監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。下

野
市
共
通
商
品
券
を
購

入
さ
れ
た
皆
様
へ

「
商
品
券
」の
有
効
期
限
は
2
月

28
日
㈭
ま
で
で
す
。
３
月
１
日
㈮

以
降
は
ご
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

下
野
市
共
通
商
品
券
発
行
事
業

実
行
委
員
会

下
野
市
商
工
会☎（

44
）0
2
0
2

下
野
市
商
工
会
南
河
内
支
所

☎（
48
）0
0
5
9

石
橋
商
工
会

☎（
53
）0
4
6
3

くらしの情報

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

委員の種類 報酬額

専門委員

専門委員（医師）

18,000円

20,000円

委員長

委　員

7,000円

6,000円

委員の種類 報酬額

専門委員 20,000円

委員長

委　員

9,000円

8,000円


